
 

 

沿岸地域基幹産業ＤＸ推進事業費補助金交付要綱 

 

 （目的） 

第１ 沿岸市町村の基幹産業である水産加工業における事業の高度化及び生産性の向上を通じた

給与水準の向上を支援するため、知事があらかじめ定める要件に適合する水産加工事業者が行

う情報通信技術を用いた新商品の開発、商品の新たな生産若しくは販売又は管理の効率化の方

式の導入に要する経費に対して市町村が補助する場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、

岩手県補助金交付規則（昭和 32 年岩手県規則第 71 号。以下「規則」という。）及びこの要綱に

より補助金を交付する。 

 

 （定義） 

第２ この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

 (１) 水産加工事業者 水産物を原料とする食料品製造業を営む個人又は法人、水産加工業協

同組合及び水産物を原料とする食料品製造業を営む個人又は法人のみで構成される事業協同

組合をいう。 

(２) 沿岸市町村 宮古市、大船渡市、久慈市、陸前高田市、釜石市、大槌町、山田町、岩泉 

町、田野畑村、普代村、野田村及び洋野町をいう。 

(３) 情報通信技術 デジタル社会形成基本法（令和３年法律第 35 号）第２条に規定する情報

通信技術をいう。 

 

 （補助金の交付の対象及び補助額） 

第３ 第１に規定する経費及びこれに対する補助額は、別表第１のとおりとする。 

 

 （補助事業に要する経費の配分及び補助事業の内容の軽微な変更） 

第４ 規則第６条第１項第１号及び第２号に規定する軽微な変更は、事業費の 20 パーセント以内

の増減とする。 

 

（申請の取下期限） 

第５ 規則第８条第１項に規定する申請の取下げの期日は、補助金の交付の決定の通知を受領し

た日から起算して 15 日を経過する日とする。 

 

（提出書類及び提出期日） 

第６ 規則により定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表第２のとおりとす

る。 

 

 （立入検査等） 

第７ 市町村長は、補助事業の全部又は一部を補助金の交付により実施する場合において、当該

補助金の交付に当たっては、知事が、予算の執行の適正を期するため、当該補助金の交付を受

ける者に対して、必要な報告を求め、又は職員に、その事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書

類その他の必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる旨の条件を附さ

なければならない。   

 

 



 

 

（書類の整備等） 

第８ 市町村長は、補助事業に係る補助金の経理を明らかにした書類を整備し、当該補助事業の

完了の日の属する年度の翌年度から起算して５年間（当該補助事業により取得し、又は効用の

増加した財産に係る処分の制限期間が５年を超える場合にあっては、当該処分の制限期間）こ

れを保存しなければならない。 

２ 市町村長は、補助事業の全部又は一部を補助金の交付により実施する場合において、当該補

助金の交付の決定に際し、前項と同一の条件を附さなければならない。 

 

（消費税等仕入控除税額に係る報告等） 

第９ 市町村長は、規則第４条の規定により補助金の交付の申請をするに当たって、当該補助金

に関する水産加工事業者に係る消費税等仕入控除税額（補助金の交付の対象となる経費に含ま

れる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法（昭和 63 年法律第 108 号）の規定に

より仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法（昭和 25 年法律

第 226 号）に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率（当該補助金の額

を当該経費の額で除して得た率のことをいう。）を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）が明ら

かではないため、水産加工事業者に係る消費税等仕入控除税額を含めて補助金の交付の申請を

した場合に、当該申請の後に当該消費税等仕入控除税額が明らかになったときは、速やかに消

費税等仕入控除税額報告書（様式第７号）により知事に報告しなければならない。 

２ 市町村長は、補助金の交付を受けた後に前項の報告をした場合は、当該報告による知事の補

助金の返還の命令を受けて、前項の報告に係る消費税等相当額を返還しなければならない。 

 

 （財産処分の制限） 

第 10 水産加工事業者は、補助の対象となった財産について、補助金の交付の目的に反して使用

し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄しようとするときは、あら

かじめ、市町村長の承認を受けなければならない。ただし、市町村が別に定める財産の処分制

限期間を経過した場合は、この限りでない。 

２ 市町村長は、前項の申請を受け、承認しようとする場合には、あらかじめ沿岸地域基幹産業

ＤＸ推進事業費補助金財産処分承認協議書（様式第８号）により知事に協議しなければならな

い。 

３ 知事は、前項の協議を受けた場合には、内容を審査し、適当と認めた時は、財産の処分承認

通知書（様式第９号）により当該市町村長に通知するものとする。 

 

   附 則 

 この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 



 

 

別表第１（第３関係） 

補助対象経費 補助額 

水産加工事業者が行う情報通信技術を活

用した事業の高度化又は生産性の向上のた

めの設備投資に要する専門家謝金、委託料及

び備品購入費に対して、沿岸市町村が補助す

る場合に要する経費。ただし、当該経費が当

該投資に要する経費の２分の１に相当する

額を超える場合にあっては、当該２分の１に

相当する額とする。 

当該補助対象経費の２分の１に相当す

る額以内の額で、500 万円を限度とする。

ただし、水産加工事業者が従業員に支給す

る給与の額を年率３パーセント以上増加

させる事業計画を策定した場合に限る。 

 

別表第２（第６関係） 

条 項 提出書類及び添付書類 様 式 提出部数 提出期日 

規則第４条の

規定による書

類 

沿岸地域基幹産業ＤＸ推進事業費補

助金交付申請書 

１ 事業計画書 

２ 収支予算書 

３ その他知事が必要と認める書類 

第１号 

 

第２号 

第３号 

１ 部 

 

１ 部 

１ 部 

 

別に定める 

 

規則第６条第

１項第１号か

ら第３号まで

の規定により

承認を受ける

場合の書類 

沿岸地域基幹産業ＤＸ推進事業費補

助金変更（中止、廃止）承認申請書 

１ 事業計画書 

２ 収支予算書 

３ その他知事が必要と認める書類 

 

第４号 

 

第２号 

第３号 

１ 部 

 

１ 部 

１ 部 

 

 

当該事業の

変更（中止、

廃止）を行

う日の 10

日前まで 

規則第 13 条

第１項の規定

による書類 

沿岸地域基幹産業ＤＸ推進事業費補

助金実績報告書 

１ 事業実績書 

２ 収支精算書 

３ その他知事が必要と認める書類 

第５号 

 

第２号 

第３号 

 

１ 部 

 

１ 部 

１ 部 

別に定める 

沿岸地域基幹産業ＤＸ推進事業費補

助金請求書 

第６号 １ 部 別に定める 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
様式第１号（別表第２関係） 

第     号 
年  月  日 

 
岩手県知事         様 

 
市町村長 氏     名  

 
 

沿岸地域基幹産業ＤＸ推進事業費補助金交付申請書 
沿岸地域基幹産業ＤＸ推進事業費補助金の交付を受けたいので、岩手県補助金交付規則第４条

の規定により、関係書類を添えて、次のとおり補助金の交付を申請します｡ 
 

金                円 
（Ａ４） 



 

 

様式第２号（別表第２関係） 
 

事業計画（実績）書 
１ 事業の目的 
２ 事業完了予定（完了）年月日 
３ 市町村補助制度の名称 
４ 事業の内容 

 
実施主体 

 
事業概要 

 
総事業費 

 
 
（A） 

 
補助対象 
事業費 

 
（B） 

 
市町村 
補助額 

 
（C） 

 
県補助 
基本額 

 
（D） 

 
県補助 
限度額 

 
（E） 

 
県補助額 

 
 
（F） 

 
備考 

  円 円 円 円 円 円  

（注）１ 「県補助基本額（D）」は、（B）に２分の１を乗じて得た額と、（C）とを比較して少
ない方の額を記入すること。 

２ 「県補助額（F）」は、（D）に２分の１を乗じて得た額と、（E）とを比較して少ない 
方の額を記入し、1,000 円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てること。 

（Ａ４） 

 

 

 

 

様式第３号（別表第２関係） 

収支予算（精算）書 

１ 収入の部                               （単位：円） 

区 分 予算額（A） 精算額（B） 差引増減(B-A) 備 考 

県補助金     

市町村費     

計     

 

２ 支出の部                               （単位：円） 

区 分 予算額（A） 精算額（B） 差引増減(B-A) 備 考 

     

     

計     
（Ａ４） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

様式第４号（別表第２関係） 
第     号  
年  月  日  

 
岩手県知事         様 

 
市町村長 氏     名   

 
 

沿岸地域基幹産業ＤＸ推進事業費補助金変更（中止、廃止）承認申請書 
年  月  日付け岩手県指令 第  号で補助金の交付の決定があった沿岸地域

基幹産業ＤＸ推進事業費補助金について、次のとおり変更（中止、廃止）したいので、岩手県
補助金交付規則第６条第１項の規定により、関係書類を添えて承認を申請します｡ 

    理 由 
注：添付書類は、変更前と変更後を容易に比較対照できるように、変更前を括弧書きで上段に
記載すること｡ 

（Ａ４） 
 
 
 
様式第５号（別表第２関係） 

第     号  
年  月  日  

 
 岩手県知事       様 
 

市町村長 氏    名    
 
 

沿岸地域基幹産業ＤＸ推進事業費補助金実績報告書 
年  月  日付け岩手県指令 第 号で補助金の交付の決定の通知があった沿岸地

域基幹産業ＤＸ推進事業費補助金について、事業が完了したので、次のとおり報告します。 
 
１ 実施内容 
 (１) 事業期間 
   年 月 日 ～    年 月 日 
 (２) 事業概要 

（Ａ４） 
 
 
 
様式第６号（別表第２関係） 

第     号  
年  月  日  

 
岩手県知事         様 

 
市町村長 氏     名  

 
 

沿岸地域基幹産業ＤＸ推進事業費補助金請求書 
年  月  日付け岩手県指令 第  号で補助金の交付の決定があった沿岸地域基

幹産業ＤＸ推進事業費補助金について、岩手県補助金交付規則第 13 条第１項の規定により、関係
書類を添えて、次のとおり補助金の交付を請求します｡ 

金                円 
（Ａ４） 

 
 
 



 

 

 様式第７号（第９関係） 
第     号  
年  月  日  

 
岩手県知事         様 

 
市町村長 氏     名  

 
消費税等仕入控除税額報告書 

年  月  日付け岩手県指令 第  号で補助金の交付の決定があった沿岸地域基
幹産業ＤＸ推進事業費補助金について、次のとおり報告します。 

記 
１ 補助金の額                     金          円 
２ 補助金の確定時に減額した仕入れに係る消費税等相当額 金          円 
３ 消費税及び地方消費税の申告により確定した仕入れに係る消費税等相当額 

金          円 
４ 補助金返還相当額（３－２）             金          円 
注：事業実施主体別の内訳資料、その他参考となる資料を添付すること。 

（Ａ４） 
 
 
 
様式第８号（第 10 関係） 

第     号  
年  月  日  

 
岩手県知事         様 

 
市町村長 氏     名  

 
沿岸地域基幹産業ＤＸ推進事業費補助金財産処分承認協議書 

年  月  日付け岩手県指令 第  号で交付の決定を受けた沿岸地域基幹産業Ｄ
Ｘ推進事業費補助金について、下記のとおり財産の処分の承認の申請があったので、沿岸地域基
幹産業ＤＸ推進事業費補助金交付要綱第 10 第２項の規定により協議します｡ 

記 
１ 水産加工事業者名  所在地 
            名 称 
２ 処分しようとする財産及び処分の内容  

財産の名称 仕   様 取得価額 処分の方法 処分の時期 処分の理由 
      

３ 処分する相手方 
住  所 
氏  名 
使用目的等 

（Ａ４）  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

様式第９号（第 10 関係） 
第     号  
年  月  日  

 
市町村長         様 

 
            岩手県知事 氏      名 

 
補助金の対象となった財産の処分について 

年  月  日付け  第  号で協議のあった財産の処分については承認したので、
沿岸地域基幹産業ＤＸ推進事業費補助金交付要綱第 10 条第３項の規定により通知します｡ 

（Ａ４） 
 
 


